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居宅介護支援事業重要事項説明書 
 
 
 
 お客様（お客様のご家族）が利用しようと考えておられる居宅介護支援業務について、契約を 
締結する前に知っておいていただきたい内容をご説明いたします。わかりにくいことがあれば、 
遠慮なくご質問ください。 
 
 
１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口について 
 
営業日 月曜日から金曜日まで 

土・日曜日と１２月３０日から１月３日は休みます。 
営業時間 午前９時～午後６時 
連絡先 電 話  ０７９７－８３－１６７０ 

ＦＡＸ  ０７９７－８３－１６７１ 
 
 
２ 当事業所の法人概要について 
法人格・名称 有限会社 みのり 
所在地 宝塚市売布 2 丁目１番１１号 
連絡先 電 話  0797-83-1670    ＦＡＸ  0797-83-1671 
代表者 代表取締役  田本 真由美 
設立年月日 平成 13 年 12 月 13 日 
事業内容 居宅介護支援・訪問介護・通所介護・障害者相談支援・ 

独自ホームヘルプサービス 
 
 
３ お客様に居宅介護支援サービス提供を担当する事業所について 
（１） 事業所の所在地等 

事業所名 居宅介護支援事業所 みのり 
所在地 宝塚市売布 2 丁目１番１１号 
連絡先 電 話  0797-83-1670     ＦＡＸ  0797-83-1671 
事業所の指定番号 介護保険事業所番号      ２８７１１００７５２ 
事業の開始時期 平成 14 年 2 月 1 日 
管理者  秋山 里美 
通常の事業の実施地域 宝塚市 
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（２） 事業の目的及び運営の方針 
事業の目的 
 
 
 
 
 
 

 介護が必要なお客様から依頼を受け、お客様の心身の状況、環境等 
をアセスメントし、お客様の立場に立って、利用される介護サービス 
等の種類や内容などについて、居宅サービス計画を作成します。 
 作成された居宅サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保さ 
れるよう、各事業者との連絡調整を行うとともに、お客様が介護保険 
施設の入所を希望される場合は、介護保健施設への紹介等をいたしま 
す。 

運営方針 
 
 
 
 
 
 
 

１ お客様に介護が必要になった場合でも、自宅で安心して生活して 
 いただけるよう、お手伝いをさせていただきます。 
２ お客様の心身の状況や環境等に応じて、お客様の選ばれた保険医 

療サービスや福祉サービスが、総合的、効果的に提供されるよう、 
お手伝いさせていただきます。 

３ お客様の気持ちを尊重し、いつもお客様の立場に立って、お客様 
 に提供されるサービスが、特定の種類または特定の居宅サービス事 

業者に不当に偏らないよう、公正中立なお手伝いをさせていただき 
ます。 

４ 地域包括支援センターを始めとして、他の居宅介護支援事業者、 
 介護保健施設等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めま 
 す。 
５ 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（厚生 
 省令第３９号、平成１１年３月３１日付）」第１３条の具体的取り扱 
 い方針を遵守します。  

 
４ 当事業所の従業員について 

職種 人数 業務の内容 勤務体制 
管理者 １人 事業の管理業務 常勤 
介護支援専門員 1 人 居宅介護支援の提供 常勤 

 
５ 提供するサービスの内容と料金 

サービス内容 提供方法 料金 
居宅サービス計

画の作成 
提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを 

提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原 
案を作成します。 

厚生労働

大臣の定

める基準 
額 居宅サービス計 

画の変更及びサ 
ービス提供事業 
者との連絡調整 

 居宅サービス計画の作成後においても、お客様及びお客様の御 
家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サー 
ビス計画の実施状況を把握するとともに、おおむね月に１回程度 
（状態の変化が著しい場合を除く）訪問することにより、お客様の 
解決のすべき課題の把握を行い、居宅サービス計画書の変更及び 
サービス事業者との連絡調整などの便宜を図らせていただきます。 

給付管理  居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票 
提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し 
兵庫県国民健康保険団体連合会に提供します。 

ご相談・ご説明  介護保険や介護に関することは、幅広くご相談をお受けします。 
 



 3 

 注 介護保険が適用される場合は、お客様のご負担はありません。 
   ただし、お客様に保険料の滞納がある場合は、お客様より全額料金をいただき、当事業所 
  が発行する証明書をもって後日払い戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっては、 
  全額お客様のご負担となる場合があります。 
 
６ その他の費用 
 実施地域以外の地域に訪問出張する場合は、その距離に応じ実費相当の交通費が必要になる場 
合があります。 

           
７ 介護支援の担当者 介護支援専門員（ケアマネジャー） について 
（１） 介護支援専門員のお客様宅への訪問回数の目安について 
    当事業所の介護支援専門員が、お客様の状況を把握するために、おおむね月に１回お 
   宅を訪問します。 
    また、お客様からご依頼がある場合や、居宅介護支援業務の遂行のうえで必要であ 
   ると認められる場合でお客様の承諾を得た場合は、介護支援専門員はお客様のお宅を訪 

問します。 
（２） 介護支援専門員の変更 

① 担当の介護支援専門員の変更を希望される場合は、相談窓口の担当者までご連絡 
      ください。 

② 事業者側の都合により、介護支援専門員を交代させる場合は、交代の理由を明ら 
かにし、交代後の介護支援専門員の氏名をお客様に通知します。 

（３） 身分証携行義務 
     介護支援専門員は、常に身分証明証を携帯し、初回訪問時及びお客様またはご家族か 
    ら求められたときは、いつでも身分証を提示いたします。 
 
８ 事業者の責務について 
（１） 居宅介護支援の提供内容の記録について 

お各様に提供したサービスの記録は、お客様の要介護認定等の満了日から５年間保管 
します。記録については、お客様とそのご家族に限り、閲覧及び写しの交付を請求する 
ことができます。 

 （２） 秘密保持と個人情報（プライバシー）の保護について 
     当事業所及び従業員がサービスを提供する際に、お客様やご家族に関して知り得た情 

報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者に漏らしませ 
ん。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供をするために、サービス担当者会議等で、 
お客様もしくはご家族の情報を使用します。この場合には、あらかじめお客様もしくは 
ご家族に説明し、同意を得たうえで使用します。その際、同意書に署名をいただきます。 
 なお、お客様のご家族から希望があった場合には、お客様に連絡するものと同様の通 
知をご家族にも行う場合があります。 

（３） 損害賠償について 
    お客様に対して、当社の責任において賠償すべきことが起こった場合は、「ひょうご福祉 

サービス総合補償制度・兵庫県社会福祉協議会 」の保険により対応いたします。 
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９ 契約の解除について 
（１） お客様からの契約解除について 

① お客様は、当事業所に対し、契約書に添付した「契約解除申出書」を解約する日の 
 ７日前までの事業所に届け出ることによって、この契約をいつでも解約することがで 
 きます。 
② 次の場合は、お客様は事業者に申し出を行うことによって、「契約解除申出書」を提 
出することなしに、この契約をいつでも解約することができます。 
ア 事業者が正当な理由なしに居宅介護支援の提供を行わない場合 
イ 事業者が守秘義務に反した場合 
ウ 事業者がお客様やそのご家族に対して契約を継続しがたいほど重大な社会通念を 
 逸脱する行為を行った場合 
エ 事業者が破産、その他この契約に定める居宅介護支援の提供を正常に行い得ない 
 状況に陥った場合 
オ お客様の緊急入院等、やむを得ない場合 

 （２） 事業者からの契約解約について 
     当事業所は、事業の廃止や縮小によりサービスの提供が困難となった場合など、やむ 

を得ない事情がある場合、お客様に対して契約終了日の１ヶ月前までに理由を示した文 
書でお知らせすることにより、契約を解約することができます。この場合、当事業所は 
他の居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えするなど、お客様が続けて滞りなく介護 
保険を利用してサービスを受けることができるよう支援します。 
 ただし、次の場合には、１ヶ月以上の事前申し出期間なしに、この契約を解約するこ 
とができます。 
ア お客様がこの契約に定める利用料金等の支払を３ヶ月以上滞納し、文書による支払 
催促を行ったにもかかわらず、催促の日から１４日以内にその支払がなかった場合 

    イ お客様もしくはそのご家族による契約を継続しがたいほどの重大な行為により円滑 
     なサービスが提供できなくなる場合 
 
10 契約の終了 

  次の場合には、自動的に契約は終了します。 
① お客様が介護保険施設に入所した場合 
② お客様が特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護の受給を開始した場合 
③ お客様が身体障害者寮護施設等の介護保険の被保険者としての資格を失う施設へ入 
所した場合 

④ お客様の要介護認定区分が要支援１．要支援２．及び自立と認定された場合 
⑤ お客様が当事業所の営業ができないほど遠くに移転された場合 

 
11 苦情・相談窓口 

  当社は、提供したサービスに苦情がある場合、または作成した居宅サービス計画に基づいて 
 提供された居宅サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応いたし 
ます。 

  サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、下記までご連絡ください。 
相談窓口 
  秋山 里美 
 

電話番号  ０７９７－８３－１６７０ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０７９７－８３－１６７１ 
受付時間  月曜日～金曜日  午前９時から午後６時まで 
      祝日・休日・１２月３０日から１月３日を除く。 
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 当社の相談窓口以外でも、ご相談や苦情などについては下記の窓口でも受け付けています。 
 
宝塚市 
 健康福祉部介護保険課 

宝塚市東洋町１－１ 
 電話番号  ０７９７－７７－２０３８ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０７９７－７１－１３５５ 

兵庫県 
 中央介護保険相談センター 
 （健康福祉部 長寿社会課 

介護保険相談・審査室内） 

神戸市中央区下山手通５－１０－１ 
 電話番号  ０７８－３６２－９１１８ 

兵庫県国民健康保険団体連合会 
 介護サービス苦情相談窓口 

神戸市中央区三宮町１－９－１－１８０１ 
 電話番号  ０７８－３３２－５６１７ 

 

 

 

12 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について 

（1）お客様は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、 

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求める

ことができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。 

（2）居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護 

認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変

更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（3）お客様が要介護認定を受けていない場合は、お客様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ 

れるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くともお客様が受けて

いる要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとし

ます。 

（4）病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するた 

め、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援

専門員の名前や連絡先を伝えてください。 

（5）当事業所のケアプランの訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の利用状況

は別紙のとおりです。 

 
 
13. 虐待の防止、身体拘束等について 

事業者は、お客様等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。担当者は、管理者と定めます。 

（1） 虐待防止対策・身体拘束等の適正化を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知します。 

（2） 虐待防止・身体拘束等の適正のための指針を整備します。 

（3） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（4） 当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われるお客様を発見した 

場合は、速やかに市町村に通報します。 

（5） 生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行いません。 

（6） 身体拘束等を行う場合には、多職種などと話し合いを行い、身体拘束の様態及び時間、 

その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 
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14. 業務継続計画の策定 

感染症や非常災害の発生時において、お客様に対する事業提供の継続的な実施及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るために、次の措置を講じます。 

（1） 業務継続計画を策定します。 

（2） 従業者に対し、業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施します。 

（3） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

 

15. ハラスメントの防止対策 

事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハ

ラスメントの防止に向け取り組みます。 

（1） 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言葉や、業務上必要かつ相当な 

範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為。 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、お客様及びその家族等が対象となります。 

（2） ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止 

会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

（3） 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握 

に努めます。 

（4） ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対

する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

    

 

16. 衛生管理等について 

事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように次に掲げる措置を講じます。 

（1） 従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の 

衛生的な管理に努めます。 

（2） 感染症対策を検討する委員会を概ね 6ヶ月に 1回以上開催し、その結果について従業員に周

知徹底しています。 

（3） 感染症対策の指針を整備します。 

（4） 従業者に対して定期的に研修及び訓練を実施します。 
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重要事項を説明した年月日等 
重要事項説明書の内容を説明した場所  
重要事項説明書の内容を説明した年月日  令和  年  月  日 
重要事項説明書の内容を説明した担当者  

 
【説明確認欄】 
 
  令和   年   月   日  
 
 
 
上記のとおり、重要事項の説明を受けました。 
 
                 お客様 住 所                    

 

                     氏 名                    
 
 
               署名代行人 住 所                       
                    

 氏 名                    
 


